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３監査公表第２号 

 令和３年１月５日に福岡市長から行政監査の結果に関する報告に添えて提出する意見に

対する市の見解について通知を受けたので，次のとおり公表する。 

  令和３年４月 19 日 

福岡市監査委員  今 林 ひであき     

同          田 中 しんすけ    

同        谷 山   昭     

同        本 野 正 紀     

 

１ 監査報告と監査の結果に関する報告に添えて提出する意見の件数 

２監査公表第６号（令和２年５月 28日付 福岡市公報第 6677号公表） 

（地域防災計画における備蓄品の管理状況及び物資の調達・供給の仕組みについ

て）                              ・・・８件 

２ 市の見解の内容 

  以下のとおり 

（行政監査） 

（監査の結果に関する報告に添えて提出する意見） 

１ 備蓄計画の品目の工夫と備蓄計画書の作成の検討 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

今回，公的備蓄について，主に地域防災

計画における備蓄品の品目及び数量等につ

いて確認したが，近年の発災時において必

要不可欠と見込まれ，計画上に無い品目，

数量の積算根拠が不明な品目及び備蓄品の

配分対象とすべき帰宅困難者などが見込ま

れていないなど改善すべき点が見受けられ

た。 

また，発災後直ぐに必要となる，し尿の

処理に係る物資の配備について，国のガイ

ドラインでは，トイレの待ち時間に留意し，

避難者数に見合ったトイレの個数と処理・

貯蔵能力を確保することが重要としてい

る。本市においてもマンホールトイレの整

備状況などを考慮し，改めて必要な数量を

算出し，整備の検討が必要であると考えら

れる。 

公的備蓄に関する必要品目の考え方，必

要数量の積算根拠等については，想定避難

者数のほか，帰宅困難者や災害対応従事職

員等を含めた備蓄のあり方を体系的に整

理のうえ，今後，「備蓄計画書」の作成に

取り組んでいく。 
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本市の地域防災計画には備蓄計画はある

ものの，必要品目の考え方，必要数量の積

算根拠及び更新時期など備蓄のあり方を体

系的にまとめたものとはなっておらず，発

災後直ぐに備えておくべき公的備蓄物資を

迅速かつ確実に供給できる体制を構築する

ためには，必要備蓄数量の確保及び備蓄物

資の質の向上，さらには被災者支援に係る

国の動向及び各種団体との協定の内容等を

踏まえた備蓄を行うことが不可欠であり，

数年ごとに見直しを図ることが必要である

ことから，充実した形で適宜更新可能な備

蓄計画書を新たに作成することが望ましい

と考えられる。 

（市民局地域防災課） 

２ 備蓄品の管理 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

市民局は，集中備蓄品及び分散備蓄品と

もに市民局の管理とするとしている。 

一方で，校区防災倉庫の備蓄品は地域の

防災訓練等に使用でき，使用により消耗し

た物資については，使用者が補充する運用

を行っているが，補充について，確認して

いない。また，備蓄品の最終的な処分（有

効利用及び廃棄）は各施設管理者に任せて

いる。これらのことから，備蓄品について，

市は定期的な管理を行っておらず，十分に

管理しているとは言い難い。 

また，調査票では，市民防災センター，

人権のまちづくり館及び保育所は在庫管理

を行っているとし，公民館（149館）では，

約８割，区役所では５区が在庫管理を行っ

ていると回答している。さらに，各区災害

対策本部の全てが，校区防災倉庫の備蓄品

の在庫管理については，効果的に管理がで

きるため，在庫管理の主体としては，校区

月隈収蔵庫の備蓄品の管理については

毎年度，確実な数量把握を行う。 

公民館等の分散備蓄の管理については，

管理要領を定め，施設管理者による在庫管

理を各区役所でとりまとめる体制を構築

する。 

小学校グラウンド等に設置している防

災倉庫の備蓄品の管理については，管理要

領を定め，各区役所で管理する体制を構築

する。 
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自主防災組織が適していると回答してい

る。 

市民局におかれては，備蓄品の管理に関

する役割分担や管理方法に関する考え方を

整理するとともに，市民局及び区役所が管

理する保管場所においては，使用の都度の

確実な数量確認や定期的な棚卸しの実施な

ど，確実な数量把握に努められたい。 

（市民局地域防災課） 

３ 備蓄場所の管理 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

呉服町ビジネスセンター地下１階の倉庫

内には，複数局区の物資が保管されている

が，使用不能と思われる布団等が山積みさ

れたままとなっているほか，高く積み上げ

られた衛生資材の入った段ボールが倒れか

かっているなど危険な状態も見受けられ

た。施設の管理責任者である市民局におか

れては，必要なものと不必要なものを選別

し，早急に倉庫内の整理整頓を実施すると

ともに，倉庫内の環境が安全に保たれるよ

うに保管物資の所有局等を指導されたい。 

また，区役所及び公民館においても，倉

庫等の整理整頓が行われておらず，備蓄品

の在りかが直ぐに判明しない事例や，保管

庫の扉が障害物で開けにくい事例が見受け

られている。発災時に必要な備蓄品が速や

かに供給できるよう，整理整頓し備蓄場所

を適正に管理されたい。 

（市民局地域防災課） 

呉服町ビジネスセンター倉庫の管理に

ついては，倉庫を利用している局と連携

し，倉庫内の整理整頓を８月に実施した。

今後も倉庫内の環境が安全に保たれるよ

う，年に１回実地調査を行うなど，倉庫を

利用している局への指導を徹底する。 

備蓄品を配備している全施設の管理者

に対し文書を発出し，倉庫等の整理整頓を

はじめ，備蓄品の適正管理を徹底する。 

４ 地域防災計画における区災害対策本部独自の備蓄の位置づけ 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

 区災害対策本部では，避難者等用として

独自に備蓄を行っている区と行っていない

区があったがその目的などが十分整理され

ていない。また，避難者用の独自の備蓄の

全市的な観点から災害対応のために必

要となる基本的な物資（避難者用，帰宅困

難者用，職員用など）については，市民局

で位置づけを整理し，地域防災計画への記
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状況が区ごとに異なることについて，７区

のうち５区が市で共通の対応となるよう方

針が必要と考えている。 

市民局におかれては，これらの実態を踏

まえ，地域防災計画における公的備蓄と各

区の独自備蓄の位置づけを整理し，必要な

備蓄であれば，目的等を明確にし，地域防

災計画に記載されたい。 

（市民局地域防災課） 

載を検討していく。 

５ 災害対応部署の連携強化 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

発災直後は，被災自治体として，的確か

つ迅速な状況把握が求められ，国や他自治

体の支援を受ける場合でも正確な情報提供

を行うことにより，効果的な受援が期待さ

れる。また，地域防災計画において，災害

対策本部を設置したときは，迅速かつ効率

的な災害対応のため，必要に応じて機能別

チームを編成するとしている。 

しかしながら，市民局，関係各局及び各

区は，物資が有効に供給される仕組みの構

築等に関する具体的な計画，マニュアルを

いずれにおいても作成していないなど十分

に連携がとれておらず，また，７区のうち

６区は物資調達・輸送チーム及び市民局と

の連携に課題があると認識している。 

市民局におかれては，発災時に速やかに

対応できるよう，関係各局及び各区と協議

の上，役割分担を明確にし，実効性のある

体制となるよう連携を強化されたい。 

（市民局防災推進課） 

迅速な物資供給を行うため，物資調達・

輸送チームの関係局の見直しに取り組む

とともに，実践的な訓練を実施するなど連

携強化に努める。 

また，内閣府による「物資調達・輸送調整

等支援システム」が令和２年４月より導入

されたことから，当該システムを活用した

物資の供給・輸送について，役割分担を明

確にした実効性のあるマニュアル等の作

成に取り組んでいく。 

６ 実行性のある流通備蓄 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

災害時に調達する物資について食料や資

機材等の供給や避難所等への輸送などの災

害時応援協定を 20の企業等と結んでいる

備蓄計画書の作成に合わせ，災害時にお

ける物資ニーズを改めて検証し，このう

ち，流通備蓄で対応すべき品目・数量を算
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が，災害時応援協定に基づく調達物資（流

通備蓄）の必要数量について，検討されて

おらず，また，８協定は 10 年以上前に結ば

れたものとなっている。流通備蓄は公的備

蓄の補完的役割を担うものであることか

ら，今般の災害で見えてきた課題から必要

とされる物資の種類や物資の性能の向上等

によるニーズの変化等も考慮し，これまで

締結している協定内容を検証し，実効性の

ある流通備蓄の確保に努められたい。 

（市民局地域防災課） 

定のうえ，その確保に向け実効性のある民

間企業等との協定の拡充を図っていく。  

７ 物資の迅速かつ円滑な集配送に向けた取り組み 

監 査 の 結 果 市 の 見 解 

国や自治体等からの救援物資も含めた調

達物資の集配体制については，集積拠点か

ら各避難所等への輸送体制を定めたものが

なく，また，地域防災計画において，救援

物資の二次集積拠点として「民間の物流倉

庫等」と記載しているが，候補地はあるも

のの，具体的な場所が未定となっている。 

熊本地震の課題としても，必要な緊急物

資を必要とされる場所に適時届けるため，

集配送拠点の配置や物資の集配送にかかる

人員体制の整備が必要とされているところ

である。 

また，国の大規模地震・津波災害応急対

策対処方針においても被災市町村の役割と

して，備蓄物資，自ら調達した物資及び国，

他の地方公共団体等によって調達され，引

渡された物資を避難者に対し供給すること

や地域内輸送拠点から避難所までの輸送を

行うこととされている。 

発災直後に，各避難場所まで迅速に支援

物資を届けるためには，平時において，輸

送拠点から避難所まで物資輸送のための具

体的な計画を策定しておくことが重要であ

 国が示す「ラストマイルにおける支援物

資輸送・拠点開設・運営ハンドブック」等

を参考に輸送計画の策定に取り組むとと

もに，集積拠点の場所・規模等をリスト化

し，協定事業者と連携のうえ，物資調達・

輸送チームとの実践的訓練の実施等によ

り，集配送体制の整備に取り組んでいく。 
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ることから，迅速かつ確実に集配送できる

体制の整備に努められたい。 

（市民局防災推進課） 

８ 市民・企業への自主備蓄の啓発 

監 査 の 結 果  市 の 見 解 

市民局では，防災に関する出前講座を実

施し，その参加人数も年々増加しているこ

とや，また，区役所でも校区等の防災訓練

で自主備蓄の必要性について周知している

ことから，自主備蓄に対する意識も向上し

ていると考えられるが，市民や企業への周

知度に関する調査等は行われておらず，啓

発効果が把握できていない。啓発活動の効

果を検証するため定期的に自主備蓄に関す

る調査などを行い，さらに積極的な市民及

び企業等への自主備蓄の啓発に努められた

い。 

（市民局地域防災課） 

「市政に関する意識調査」等を活用し，

定期的に防災に関する意識調査を行うと

ともに，その結果を踏まえながら「備蓄促

進ウィーク」をはじめ，より効果的な啓発

活動を実施していく。 

 

 


